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自転車事故で・・・「自己破産」が急増

自転車も保険に入らないと危険

大阪府では、今年7月から、自転車に保険への加入を義務づけ

［２０１６／０７／１８］

大阪府では今年７月から、自転車に乗るすべての人に対して事故の損害賠償をする保険への加入を義務づ

けるようになりました。

以前なら、「手軽に安く誰でも乗れる自転車に保険なんて不要」という考えが当たり前だったかもしれま

せん。

しかし２０００年を境に、自転車に乗る人が一気に増加……。それに伴い事故も多発しています。最悪の場合

、自転車事故で自己破産ということにもなりかねません。

なぜそんな時代になってしまったのか？ 実例をもとにご説明していきましょう。

■自転車事故に「私だけは大丈夫」は通用しない

従来、移動の際の保険は「自動車にかかるもの」であって、「自転車にかかるもの」ではありませんでし

た。

しかし、自転車人気が高まっていくにつれ、近年は自転車に関する事故も多発するようになりました。

今後もさらに増加していくものと思われます。

この１５～１６年間、交通死亡事故における自転車死亡事故の占める割合が増加しています。

「えっ？ でも、自転車の死亡事故の絶対数は減っているじゃない！」

死者数だけを見れば、そう感じても仕方ないでしょう。しかしこの背景には、少子高齢化や車に乗る人が

減少してきたことなどがあるのです。

圧倒的に高齢者が多いことがわかります。４０～５０代を含めれば、中高年世代が死者の８割を占めているの

です。

少子高齢化が進むにつれ、今後もこの比率は続くものと思われます。それどころか、最近は元気な高齢者

がロードサイクルを運転している姿もよく見かけますから、さらに事故は増加するのかもしれません。

■なんと、自転車事故で自己破産しているケースも

自転車人気がピークを迎えた２００８年９月、神戸である自転車事故が発生しました。当時１１歳の少年がマウ

ンテンバイクで走行中、散歩をしていた６０代女性に正面衝突してしまったのです。

これにより、女性は頭を強く打って意識不明に陥り、以後、寝たきりの生活を余儀なくされました。２０１３

年、神戸地裁は、少年の母親の監督不行き届きを理由に、加害者側に９，５００万円の損害賠償金の支払いを命

じました。

しかし加害者少年の母親は、事故による損害賠償を補てんする保険に未加入だったため、賠償金を負担し

きれず、判決翌年には自己破産。

結果、被害者側は慰謝料などの支払いを受けることができないまま、家族全員が苦しみ続ける結果となり

ました。

さらにこの判決を受け、全国のあちこちで自転車事故に関連する損害賠償金の請求訴訟が行われるように

なりました。結果、前述の加害者側と同じく、自転車事故の保険に入っていなかったばかりに、自己破産を

申請する人も増加したのです。

「手軽で安価な自転車」は、もはやそのリスクを考えると手軽でも安価でもない移動手段となっていると

いえるかもしれません。


